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「東労組八王子」で検索 

３６協定の時間外労働の限度時間に対する特別延長時間の改正として４５時間から３５時間へと変更する根拠を明確にす

ること。また、今改正を実施することによる効果と課題を示すこと。 

 

  １日  ８時間 

  １ヶ月 ４５時間  

  １年  ３３０時間 

  公休日労働 ２日/月 

※特別延長 

一時的または突発的でやむを得ない場合に限り労働組合・社員代表者と

協議の上 

１ヶ月４５時間まで延長が可能（年６回）・・・現行 

１ヶ月３５時間まで延長が可能（年６回）・・・改正 

特別延長時間を４５時間から３５時間に短縮することによって、１ヶ月の時間外労働限度時間が現行の９０時間から、８０

時間に短縮される。 

社員の健康を確保する観点と、今国会で審議されている働き方改革の議論などを踏まえ、特別延長時間を短縮することと

する。 

引き続き、適正な労働時間の把握と管理を徹底し、時間外労働の縮減に努めていく。 

３６協定締結にあたっては、労働基準法の趣旨に踏まえ事業場単位での締結とすること。 

協定の締結単位についてはこれまで通り支社・地本間にという交渉単位での締結が妥当であると考えている。 

なお、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者と協定を締結

している。 

現場長や管理者などが投票に立ち会うなど、不適切な行為が行われていることから、再選挙を実施すること。 

労基法の趣旨に踏まえ３６協定の過半数代表者を決めるための選挙であることを明確にし、期間や投票方法など具体的に取

り組んできたものであり、公平性を欠いた選挙が行われたとの認識にはない。 

東労組単独過半数事業場においては、これまで通り支社・地本間という交渉単位での締結が妥当であると考えている。 

過半数代表者の事業場においては事業場での締結を行うが、労働組合の有無に関わらず、過半数代表者への丁寧な説明を行

い、時間外労働等の縮減に向けた議論に必要なデータ開示は行う。 


